
D.協力金支給額の計算に
使う選択書類について

Ｄ
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◎新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を提出される方へ

〇 この資料は、協力金支給額の計算方法に使用する選択書類について、フローチャートをもとにお示しするものです。

〇 尚、以下の書類は必須書類となりますので、選択書類とは別にご用意ください。
１．新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 支給申請書 兼 誓約書
２．時間短縮営業を行った対象施設情報シート

※対象施設毎に提出が必要です
３．食品衛生法に定める飲食店営業又は喫茶店営業許可証の写し

※対象施設毎に提出が必要です
４．申請書記載の口座情報（金融機関名、振込先口座、口座名義）
５．支給額計算の資料 ※支給額を決定する際の参考資料に使用します。

白色申告の方 ： B.「1施設当たりの協力金支給額 計算フローチャート」
法人・青色申告の方 ： A.「1施設当たりの協力金支給額 まるわかりシート」（自動計算） または

C.「1施設当たりの協力金支給額 計算フローチャート」（手計算可能）
６．対象施設の前年度又は前々年度の飲食店部門の売上高がわかるもの

法人 ：①法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあるもの）
②法人事業概況説明書（月別売上高）の控え

個人事業主：所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）

〇 また、選択書類のうち、以下に該当する方は、追加で該当書類の提出が必要です。
・ 複数の対象施設を経営する事業者は、協力金支給総額内訳表の提出が必要です。

・ 合併・法人成り・事業承継特例を利用する事業者は、追加で以下の書類の提出が必要です。
合併の場合…履歴事項全部証明書の写し
法人成りの場合…履歴事項全部証明書の写し、法人設立届出書の写し、個人事業の開業・廃業等届出書の写し
事業承継の場合…個人事業の開業・廃業等届出書の写し

・ 個人事業主の方は、追加で申請者本人確認書類（運転免許証など）の提出が必要です。



個人事業主で白色申告の方
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スタート

複数店舗を経営したり、飲食店部門以外に売上が
ある場合は9ページへ

令和元年、2年（法人の場合は決算年度）の年間売上高が3,041万
6,545円(年度日数：365日)、又は、3,049万9,878円(年度日数：
366日)を超えますか？

1２Pへ

はい

９Pの
スタート
へ

10Pへ

対象施設の開業日は令和2年1月2日から令和2年9月3日の間で、かつ白
色申告をしている個人事業主の場合は15ページへ

上記以外

１５P
へ

対象施設の開業日は令和2年9月4日以降で、かつ白色申告をしている個
人事業主の場合は16ページへ

１６P
へ

上記以外

上記以外

いいえ



大企業・新規開業特例・令和2年1月～9月開業特例
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中小企業*または個人事業主ですか？

1４P
へ

いいえ

対象施設の開業日は令和2年9月4日以降
ですか？

いいえ

はい

16P
へ

対象施設の開業日は令和2年1月2日から令和2年9月3日の間で、かつ白色申告をしている
個人事業主ですか？

はい

15P
へ

いいえ

令和元年又は令和2年いずれかの9月と
比べて、令和3年の9月の売上高は減少
していますか？

いいえ
申請できません。

はい

スタート

*中小企業とは、飲食業については資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下
の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人。ただし、カラオ
ケなどのサービス業については、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会
社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。

※令和2年9月4日
以降に開業した場
合は対象外です。

はい

９Pの
スタート
へ
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中小企業・個人事業主で青色申告の方
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10P
へ

令和元年度、2年度の年間売上高が3,041万6,545円(年度日数：365日)、又
は、3,049万9,878円(年度日数：366日)を超えますか？
*いいえの場合で確定申告書類により月別売上高がわかる場合は、※矢印も選択可。

いいえ

はい

12P
へ

確定申告書類により月別の売上高が確認できますか？
※複数施設を経営する事業者等、確定申告書類で
各施設の飲食店部門の売上高が分からない事業者
も「はい」を選択してください いいえ

令和元年又は令和２年いずれかの9月の売上高の合
計は249万9,990円（1日当たり8万3,333円）を超
えますか？

11P
へ

13P
へ

はい いいえ

はい令和元年又は令和2年いずれかの9月と
比べて、令和3年の9月の売上高は減少
していますか？

はい

14P
へ

いいえ

申請できません。

※

3パターン(年間売上高/売上減少/9月売上高)から
選択可能です。別紙計算シートを基に選択ください。

スタート

売上減少も選択可能で
す。別紙計算シートを基

に選択ください。
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協力金単価は、2万5千円ですので、当該対象施設の協力金支給額は、35万円です。

【提出書類】

・ 法人 ：①令和元年度又は令和2年度の法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあるもの）

②法人事業概況説明書（月別売上高）の控え

・ 個人事業主：令和元年度又は令和2年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「令和元年度又は令和2年度の飲食店部門の年度売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。

【売上高方式（年間売上高方式）】
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協力金単価は、2万5千円ですので、当該対象施設の協力金支給額は、35万円です。

【提出書類】

・ 法人 ：①令和元年度又は令和2年度の法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあるもの）

②法人事業概況説明書（月別売上高）の控え

・ 個人事業主：①令和元年度又は令和2年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）

②青色申告決算書（月別売上高）の控え

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「令和元年又は令和2年の、9月の飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。

【売上高方式（9月方式）】
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協力金支給額の計算が必要です。別紙「計算シート」、「施設毎の協力金支給額計算フローチャート」を基に協力金
支給額を確認してください。

【提出書類】

・ 法人 ：①令和元年度又は令和2年度の法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあるもの）

②法人事業概況説明書（月別売上高）の控え

・ 個人事業主：令和元年度又は令和2年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「令和元年度又は令和2年度の飲食店部門の年度売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。

【売上高方式（年間売上高方式）】
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協力金支給額の計算が必要です。別紙「計算シート」、「施設毎の協力金支給額計算フローチャート」を基に協力金
支給額を確認してください。

【提出書類】

・ 法人 ：①令和元年度又は令和2年度の法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあるもの）

②法人事業概況説明書（月別売上高）の控え

・ 個人事業主：①令和元年度又は令和2年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）

②青色申告決算書（月別売上高）の控え

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「令和元年又は令和2年の9月の飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。

【売上高方式（9月方式）】
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協力金支給額の計算が必要です。別紙「計算シート」、「施設毎の協力金支給額計算フローチャート」を基に協力金
支給額を確認してください。

【提出書類】

・ 法人 ：①令和元年度又は令和2年度の法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあるもの）
②法人事業概況説明書（月別売上高）の控え
③今年の9月の飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し

・ 個人事業主：①令和元年度又は令和2年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）
②青色申告決算書（月別売上高）の控え
③今年の9月の飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「令和元年又は令和2年の9月の飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。

【売上高減少方式（9月方式）】
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【令和2年1月～9月開業特例（令和2年1月2日～9月３日に営業開始した対象施設）】

協力金支給額の計算が必要です。別紙「計算シート」、「施設毎の協力金支給額計算フローチャート」を基に協力金
支給額を確認してください。

【提出書類】

・ 個人事業主：①令和2年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）
②開業日から令和2年12月31日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「開業日から令和2年12月31日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。
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【新規開業特例（令和2年9月4日以降に営業開始した対象施設）】

協力金支給額の計算が必要です。別紙「計算シート」、「施設毎の協力金支給額計算フローチャート」を基に協力金
支給額を確認してください。

【提出書類】

・ 法人 ：①営業開始日から令和3年9月2日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し
②開業日がわかるもの（開業届の写し等）

・ 個人事業主：①令和２年度の所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあるもの）
※令和2年12月31日までの開業の場合

②営業開始日から令和3年9月2日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し
③開業日がわかるもの（開業届の写し等）

※ 確定申告書について、電子申告をした方は「メール詳細（受信通知）」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※ 複数施設を経営している、飲食店部門以外の売上がある場合は、施設ごとの

「営業開始日から令和3年9月2日までの飲食店部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し」

を追加で提出してください。


